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様式第３号（第７条関係） 
 

会　　議　　録 
 

１　附属機関の会議の名称 
　　　水戸市緑岡市民センター運営審議会 
 

２　開催日時 
　令和７年３月 21 日（金）午後１時 30 分から午後２時 45 分まで 

 

３　開催場所 
　水戸市緑岡市民センター　会議室 

 

４　出席した者の氏名 
（１） 委員 
（２） 介川文雄，久保定時，近藤清，岩間幸一，野坂康子，飯島きよみ 
（３） 執行機関 

藤枝一典 
 

５　議題及び公開・非公開の別 
（１） 令和６年度事業実績（生涯学習事業）について（公開） 
（２） 令和７年度事業計画（案）について（公開） 
（３） その他（公開） 

 

６　非公開の理由 
 

７　傍聴人の数 
　　　０人 
 

８　会議資料の名称 
　　　令和６年度第２回緑岡市民センター運営審議会 
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９　発言内容 
（１）開　　会 
（２）会長あいさつ 
（３）議　　事 

会　　長：  議事に入ります。（１）令和６年度事業実績（生涯学習事業）について，事務

局から御説明願います。 
執行機関：　（資料に基づき説明） 
会　　長：　ただいまの事務局からの説明について，御質問などはございませんでしょう 

か。 
私から質問いいですか。緑寿大学の登録数を教えてください。 

執行機関：　高齢者学級，緑寿大学については，登録制ではなくて各講座ごとに受講生の

募集を行い開催しています。資料 16 ページから 19 ページの募集チラシを御覧

ください。緑寿大学は，緑岡地区高齢者クラブ連合会との共催となっていまし

て，緑岡地区の各高齢者クラブ内でも受講生の募集を行っていただいています

が，緑岡地域内での募集チラシの班回覧による募集も併せて行っています。従

いまして，資料２ページでは各講座ごとの受講生の人数を記載させていただい

ています。 
会　　長：　ほかの事業も同じやり方ということですか。 
執行機関：　はい。 
会　　長：　ほかに御質問などはございませんでしょうか。 

特にないようでしたら，（２）令和７年度緑岡市民センター事業計画（案）に

ついて，事務局から御説明願います。 
執行機関：　（資料に基づき説明） 
会　　長：　ただいまの事務局からの説明について，御質問などはございませんでしょう 

か。 
　　委員：　定期講座の教室とクラブの定義の違いについて教えてください。 
執行機関：　定期講座につきましては，学習内容が，教室は初心者向け，クラブは経験者

向けの内容となっています。また，教室・クラブともに，市民センター主催事

業に位置づけており，市民センターの業務として，講師の選定及び依頼，会費

等の設定，会場の確保，受講生の募集・会費等の収支に関する指導・助言等が

ございます。 
　　委員：　令和６年度に開催した「お正月飾りつくり教室」は，令和７年度ではどの事 

業になりますか。 
執行機関：　成人セミナー事業の成人講座になります。 
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　　委員：　私は昨年，「お正月飾りつくり教室」に参加しましたが，市民センターではあ 
まりお目にかからない方々の参加が多かったので，とても良い事業だと思いま 
した。ただ，会場が会議室だったため受講生の定員が 15 名と少なかったのが残

念でした。 
執行機関：　ありがとうございます。 
　　委員：　「緑岡春まつり」で音響をお手伝いした際に，出演団体の方から「ＪＡＳＲ 

ＡＣの手続きはしているのか」と聞かれました。何か手続きが必要なのですか。 
執行機関：　「緑岡春まつり」は，手続き不要なイベントに該当しています。 
会　　長：　ほかに御質問などはございませんでしょうか。特にないようでしたら，（３）

その他について，御質問や御意見，御要望など，何かございませんか。特にな

いようですので,次の議題にうつります。 
執行機関：　（「令和７年４月１日からの市民センター使用方法について」資料に基づき説 

明） 
会　　長：　ただいまの事務局からの説明について，御質問などはございませんでしょう 

か。 
　　委員：　「施設予約管理システム」は，水戸市が開発したものですか。 
執行機関：　「株式会社スペースマーケット」の開発したシステムを水戸市が導入したと 

いうことです。 
　　委員：　「施設予約管理システム」を導入して職員の業務量は減りましたか。 
執行機関：　業務量は減っていると思いますし，施設を予約するために利用者が市民セン 

ターに出向くことがなくなったことで，利用者の負担も減っていると思います。 
　　委員：　「施設予約管理システム」が導入されたことで想定される課題はありますか。 
執行機関：　これまでと同様ですが，駐車場の狭隘問題でしょうか。 
　　委員：　これまで緑岡市民センターを利用していなかった団体の利用も増えてくるで 

しょうね。 
執行機関：　４月に初めて緑岡市民センターを利用する団体が，本日までに数団体ありま 

した。 
　　委員：　市民センターを利用されている高齢者の方から「施設予約システム」の操作 

が大変だと聞いています。市民センターを利用するのは高齢者の方が多いのを 
考慮されてはいなかったのでしょうか。 

執行機関：　慣れてしまえば，高齢者の方でも操作が簡単なシステムになっていると思い 
ますので，時間が経てばそういった声も少なくなっていくと思います。 

　　委員：　「構成員名簿に記載のない方の使用はできません。」とありますが，市民セン 
ターの職員が全ての団体の名簿をチェックするのですか。 
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執行機関：　構成員名簿については，市民生活課が一括管理しています。市民センターが

団体の名簿を閲覧したいときには，システム上で閲覧できるようになっていま

す。 
会　　長：　４月の緑岡市民センターの，部屋の予約数は増えましたか。 
執行機関：　緑岡市民センターの４月の予約状況ですが，例月と比べて特に増えてはいな 

いようです。 
会　　長：　市民センターの予約状況は，誰でも見ることはできるのですか。 
執行機関：　「施設予約管理システム」を閲覧するには，利用者登録を行う必要がありま 

す。 
会　　長：　利用者登録をすれば，すぐに市民センターを予約することができるのですか。 
執行機関：　「施設予約管理システム」を利用するには，利用者登録と団体登録の両方が 

必要になります。新規団体登録申請については，承認までに約１ヶ月かかるよ

うです。 
　　委員：　町内会なども団体登録は必要ですか。 
執行機関：　町内会は団体登録は不要です。ほかにも地区会・社協・子ども会などの地域

関連団体も不要です。 
会　　長：　ほかに御質問や御意見，御要望など，何かございませんか。 

特にないようですので，本日の議事は終了いたします。 
執行機関：　ありがとうございました。 

以上で，令和６年度第２回水戸市緑岡市民センター運営審議会を閉会いたし 
ます。 
本日は，お忙しい中御出席をいただきまして，ありがとうございました。


